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再構築計画の
推進

　・給水能力を758,200ｍ
3
/日

　　へダウンサイジング
　・生田配水池の更新工事の
　　推進
　・長沢浄水場第２期工事の
　　推進

　　　　　　【再構築事業完了】
 ・生田配水池の更新工事の完了（H27）
 ・長沢浄水場第２期工事の完了（H27)

老朽配水管の
更新

　・老朽配水管の更新
　老朽配水管更新目標達成率

（H26）
59.8％

（H28見込）
78.1％

（H27）
68.1％

【再構築事業完了】

老朽配水管更新
目標達成率

80％
【平成30年度100% 】

４　川崎市水道事業の中期計画（平成26年度～平成28年度）の概要と施設整備の取組実績

◆   川崎市水道事業の中期計画の概要 ◆   施設整備の取組実績

施策内容

実績（見込）（平成26～28年度）
目標

（平成28年度）

【平成２６～２８年度】での主な取組内容

管路の
耐震化

　・送水管や配水本管等の
　　基幹管路の耐震化
　・老朽管更新等の管路工事の
　　実施に併せた耐震化

浄水施設の耐震化率

配水池・配水塔耐震化率

（H26）
32.8％

（H28見込）
64.4％

基幹管路耐震化率

（H26）
75.4％

（H28見込）
　79.4％

（H26）
41.2％

（H28）
100％
【完了】

（H28見込）
3箇所

既設給水栓型（小中学校）

（H26）
10箇所

（H28見込）
26箇所

（H27）
100％
【完了】

（H27）
64.4％

（H27）
　79.1％

（H27）
3箇所

（H27）
18箇所

老朽給水管更新
目標達成率

91％
【平成30年度100% 】

配水池・配水塔
耐震化率

66％
【平成34年度100% 】

基幹管路耐震化率
77％

配水池・配水塔型
5箇所

【 H30全7箇所完了 】

既設給水栓型
（小中学校）30箇所

【 H35全165校完了 】

老朽給水管の
更新

　・老朽給水管の解消
　・鉛製給水管の解消

　　　※ 権利関係が複雑な一部私道を除く

（H26）
77.8％

（H28見込）
88.8％

老朽給水管更新目標達成率

（H27）
83.3％

応急給水の
充実

応急給水拠点全139箇所の
整備を平成２５年度に完了済

　・開設不要型応急給水拠点の
　　整備の推進

　・災害時の水量確保

配水池・配水塔型

基幹施設の
耐震化

　・鷺沼配水池、黒川配水池の
　　耐震補強工事の推進
　・末吉配水池、宮崎配水塔の
　　更新工事の推進
　・自家発電設備の整備の推進
　・２号配水本管布設替工事
　　（鶴見川水管橋）の推進

（H26）
3箇所

【基本方針 １】 強くしなやかな水道への転換と環境への配慮
・長期的かつ安定的な水道サービスを提供するために、水道施設の適切かつ効果的な維持管理と更新を行います。

・耐震化や災害時のバックアップ体制、復旧体制の構築による強靭な水道を目指します。

・環境への配慮を行いながら、優先順位や重点化をより考慮した建設投資を実施し、都市基盤施設としての機能の

維持向上を図ります。

◎官民連携による国際展開
◎技術協力による国際貢献

経営の健全化

経営基盤の強化

世界の水環境改善
への貢献

世界の水環境
改善への貢献

◎広報・広聴の充実 ◎お客さまの利便性の向上
◎お客さまの声の活用

【基本方針 ２】 市民生活を守る水道の実現に向けた経営基盤の強化
・お客さまのニーズ等を的確に把握し、信頼される水道事業を継続します。

・老朽化施設、大規模地震への対応など必要な施設整備を進める際には、事業費や業務量の平準化を図ります。

・経営の健全性を維持しながら、将来にわたる安全で安定した給水確保に向けて、「再構築計画」をしっかり進めます。

安定給水の確保
（持続可能な水道施設）

安心に暮らせる
まちづくり

安全性の向上

老朽化対策

震災対策

環境施策の推進 環境への貢献

（強靭な水道施設の構築）
危機管理対策

◎老朽配水管の更新（平成３０年度完了予定）
◎老朽給水管の更新（平成３０年度完了予定）

◎再構築計画の推進（施設更新・耐震化、給水能力の縮小
（生田・潮見台浄水場の廃止と長沢浄水場への機能集約））

水道施設の
レベルアップ

良好な水道水
の維持

◎地球温暖化対策及びエネルギー対策
（自然流下によるシステムの継続、再生可能エネルギーの活用等）
◎廃棄物の抑制・リサイクル
◎「川崎市上下水道局環境計画」に基づく進行管理

◎水源の水質保全（水源の維持管理、原水水質の保全）
◎安全でおいしい水の取組（「水安全計画」に基づく水質管理）
◎貯水槽水道の管理

◎応急給水の充実 ◎災害時の連携の強化
◎広域連携による水源の確保 ◎災害対応能力の強化
◎上下水道局防災計画、上下水道局業務継続計画

◎基幹施設の耐震化（浄水施設、配水池、配水塔等の更新や補強）
◎管路の耐震化（送水管や配水本管等の管路の耐震化）

◎組織機構及び職員定数の見直し
◎人材育成、技術・技能の継承

◎資産の有効活用

◎企業債残高の適正管理

お客さまサー

ビスの充実

４



工水管路の
耐震化率

97％

工水浄水施設の
耐震化率

67％
【平成30年度100% 】

施策内容

実績（見込）（平成26～28年度）
目標

（平成28年度）

【平成２６～２８年度】での主な取組内容

・自家発電設備整備完了（H26)

（H26）
51.9％

（H28）
100％
【完了】

基幹施設の
耐震化

　・長沢浄水場第2沈でん池
　　耐震補強工事等の推進

　・自家発電設備の整備の推進

（H28見込）
66.7％

（H27）
66.7％

（H27）
100％
【完了】

工水調整池の耐震化率

工水浄水施設の耐震化率

（H26）
66.7％

（H26）
94.8％

（H28見込）
97.1％

　・老朽管の更新・耐震化 （H27）
95.0％

工水管路の耐震化率導送配水施設
の更新

　　　　　　【再構築事業完了】
　　・平間配水所更新工事完了（H27)
　　・稲田取水所施設整備完了（H26）

５　川崎市工業用水道事業の中期計画（平成26年度～平成28年度）の概要と施設整備の取組実績

◆   川崎市工業用水道事業の中期計画の概要 ◆   施設整備の取組実績

再構築計画の
推進

　・平間配水所更新工事の推進

　・稲田取水所ポンプ設備
　　更新工事の推進

【再構築事業完了】

◎使用者ニーズの把握と対話の充実

【基本方針 １】 強くしなやかな工業用水道への転換と環境への配慮
・長期的かつ安定的なサービスを提供するために、工業用水道施設の適切かつ効果的な維持管理と更新を行います。
・耐震化や災害時のバックアップ体制、復旧体制の構築による強靭な工業用水道を目指します。

・環境への配慮を行いながら、優先順位や重点化をより考慮した建設投資を実施し、都市基盤施設としての
機能の維持向上を図ります。

【基本方針 ２】 工業の健全な発達に寄与する安定した経営基盤の確立
・使用者ニーズ等を的確に把握し、信頼される工業用水道事業を継続します。
・老朽化施設、大規模地震への対応など必要な施設整備を進める際には、事業費や業務量の平準化を図ります。
・経営の健全性を維持しながら、将来にわたる安定供給に向けて、「再構築計画」をしっかり進めます。

安定供給の確保
（持続可能な工業用水道施設）

安心に暮らせる
まちづくり

良好な工業用水の維持

老朽化対策

震災対策

環境施策の推進 環境への貢献

（強靭な工業用水道施設の構築）

危機管理対策

◎官民連携による国際展開
◎技術協力による国際貢献

経営の健全化

経営基盤の確立

◎導送配水施設の更新

◎再構築計画の推進（平間配水所のコンパクト化、
（長沢浄水場、生田浄水場への調整池の整備））

工業用水道施
設のレベル

アップ

水質の確保

◎地球温暖化対策及びエネルギー対策
（自然流下によるシステムの継続、再生可能エネルギーの活用等）
◎廃棄物の抑制・リサイクル
◎「川崎市上下水道局環境計画」に基づく進行管理

◎水源の水質保全（水源の維持管理、原水水質の保全）
◎水質の管理（水質目標値に則した工業用水の供給）

◎用水供給の継続 ◎水源の広域連携
◎災害対応能力の強化
◎上下水道局防災計画、上下水道局業務継続計画

◎基幹施設の耐震化（浄水施設、調整池、管路の耐震化）

世界の水環境改善
への貢献

世界の水環境
改善への貢献

使用者への
サービスの
充実

◎組織機構及び職員定数の見直し

◎人材育成、技術・技能の継承

◎資産の有効活用

◎企業債残高の適正管理

５



生活環境
の改善

　・多摩美地区、登戸土地区画
　　整理地区等における汚水
　　管きょの整備推進

（H27)
27.7％

（H27)
48.8％

（H28見込)
65.1％

川崎駅以南の重要な
管きょの耐震化率

（H26）
33.5％

循環型社会
への貢献

　・脱水汚泥の燃料化物としての
　　活用の調査・検討
　・入江崎水処理センター西系
　　再構築事業に合わせた上部
　　空間の活用検討

浸水対策実施率
〔H25段階の重点化地区〕

　・H25年度段階の重点化地区
　　（宮崎地区、丸子地区、大師
　　河原地区）等の浸水対策の
　　推進
　・浸水シミュレーションによる
　　新たな重点化地区の抽出

水害への備え

（H27)
27.0％

高度処理率

（H26）
27.0％

（H28見込)
27.0％

老朽化への
備え

　・老朽化した下水管きょの再
　　整備の推進
　・入江崎水処理センター西系
　　再構築事業の推進（再掲）
　・渡田ポンプ場の再構築の推進
　・長寿命化計画に基づいた
　　ポンプ場・水処理センター
　　設備の更新
　・加瀬水処理センターの運転点
    検業務の段階的な委託化を行
　  うとともに、職員によるアセット
　　マネジメント推進体制を強化

　・加瀬水処理センター運転管理
　　業務の委託契約を締結
　　[H28～H32で段階的委託化]

既存施設の津波対策を完了（H28）

（H27)
68.5％

（H26）
22.6％

（H28見込)
46.5％

下水管きょ老朽化
対策重点地区※の

再整備率

（H26）
40.7％

６　川崎市下水道事業の中期計画（平成26年度～平成28年度）の概要と施設整備の取組実績

◆   川崎市下水道事業の中期計画の概要 ◆   施設整備の取組実績

地震への備え

　・川崎駅以南の重要な管きょの
　　耐震化の推進

　・津波対策の推進

公共用水域の
水質改善

　　〔高度処理〕
　・入江崎水処理センター西系
　　再構築事業の推進
　・等々力水処理センター流量
　　調整池築造

　　〔合流改善〕
　・大師河原貯留管の整備の推進
　・ポンプ場スクリーンの目幅縮小
　・汚水遮集幹線の整備推進

実績（見込）（平成26～28年度）
目標

（平成28年度）

施策内容

　東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の影響で、下水汚
泥焼却灰から放射性物質が検出されたことから、下水汚泥焼却灰の
セメント原料化を中断し、安全な保管を継続していますが、平成28年4
月以降に新たに発生した下水汚泥焼却灰については、沈降性の改善
対策を講じた上で、浮島２期埋立処分場へ、埋立を実施しています。

（H26）
99.4％

（H28見込)
99.4％

下水道人口普及率

（H27)
99.4％

（H28見込)
57.6％

下水管きょ老朽化
対策重点地区の再整備率

46.5％
（H27)
43.6％

【平成２６～２８年度】での主な取組内容

川崎駅以南の重要な
管きょの耐震化率

65.1％
【平成31年度100% 】

既存施設の防水化に
よる津波対策を完了

浸水対策実施率
〔H25段階の重点化地区〕

57.8％
【平成30年度100% 】

下水道人口普及率
99.4％

高度処理率
27.0％

【 H36全処理場へ導入予定 】
　[高度処理として扱うことのできる運転を含む]

合流改善率
68.5％

【平成35年度100% 】

合流改善率

（H26）
68.5％

（H28見込)
68.5％

世界の水環境
改善への貢献

◎広報・広聴の充実 ◎お客さまの利便性の向上

◎お客さまの声の活用

【基本方針 １】 強くしなやかな下水道への転換と環境への配慮
・災害時においても下水道機能が確保できるよう施設の耐震化を進めるとともに、近年、都市域において増加傾向にある

短時間に局地的に降る大雨に対して、関係局と連携した対策を進めます。
・下水道未普及地域の解消はもとより、閉鎖性水域である東京湾の水質改善のため、合流式下水道の改善や高度処理

の普及を推進します。
・下水道施設の老朽化対策にあたっては、予防保全的な維持管理による長寿命化を推進し、環境に配慮しながら効率的、

効果的に再整備、再構築を進めます。

【基本方針 ２】 市民生活を守る下水道の実現に向けた経営基盤の強化
・お客さまのニーズ等を的確に把握し、信頼される下水道事業を継続します。

・老朽化施設、大規模地震への対応など必要な施設整備を進める際には、事業費や業務量の平準化を図ります。
・経営の健全性を維持しながら、施設の再構築等をしっかり進めます。

快適で暮らしやすい
地域環境の創造

強靭な下水道
の構築

生活環境の
改善

環境施策の推進
環境施策の
推進

公共用水域の
水質改善

◎官民連携による国際展開

◎技術協力による国際貢献

経営の効率化

経営基盤の強化

◎危機管理対応の充実
◎上下水道局防災計画、上下水道局業務継続計画

◎地震対策（施設の再整備や再構築に合わせた耐震化や減災対策）
◎津波対策（耐水化・防水化による耐津波性能の確保）

◎地球温暖化対策
◎エネルギー対策（再生可能エネルギーの活用等）
◎「川崎市上下水道局環境計画」に基づく進行管理

◎高度処理（窒素やりんを大幅に除去できる高度処理施設の導入）
◎合流改善（ポンプ場や雨水吐き室の改良、貯留管の整備）

◎未普及地域の解消
（汚水の処理人口普及率１００％達成を目指した取組）

世界の水環境改善
への貢献

地震への備え

◎組織機構及び職員定数の見直し

◎人材育成、技術・技能の継承

◎資産の有効活用

◎企業債残高の縮減

◎浸水対策・ゲリラ豪雨対策
（５年に１回程度（浸水頻度の高い区域は１０年に１回程度）の降雨に対処できる雨水整備）

水害への備え

老朽化への
備え

循環型社会
への貢献

◎資源・施設の有効利用
（下水、処理水、汚泥、熱等の有効利用及び下水道施設の上部空間などの有効利用）

◎老朽化対策（計画的な管きょ、施設の整備・再構築）
◎老朽化対策（「長寿命化計画」に基づく計画的な更新）

※ 下水管きょ老朽化対策重点地区

 
老朽化した下水管きょが集中する

川崎駅以南を中心とした地区

安全・安心に暮らせる

まちづくり

持続可能な下水道に
向けた取組の推進

お客さまサー
ビスの充実

宮崎地区、丸子地区における
浸水対策工事の完了

多摩美地区の整備完了

・H30入江崎水処理センター
西系再構築事業完了予定

・H36渡田ポンプ場再構築
完了予定

・アセットマネジメント推進体制を
強化し、資産の点検調査やライ
フサイクルコスト・リスク管理等
を日常業務の中で行うことに
より、適切な施設管理を推進

６



 
 

８   

（１）概要 （２）上下水道ビジョン及び中期計画の体系 

◆「川崎市上下水道ビジョン」は、本市の水道事業、工業用水道事業

及び下水道事業が進むべき道を明らかにするものであり、「基本理

念」、「目指すべき将来像」、「基本目標」を 30 年から 50 年程度

先の将来を見据えて設定し、これを実現するための概ね「10 年間の

方向性」を定め、とりまとめた本市上下水道事業の根幹をなす計画 

 

◆「川崎市上下水道事業中期計画」は、「川崎市上下水道ビジョン」

の実現に向けた実施計画で、3 事業における現状と課題を踏まえた上

で施策を設定するとともに、計画期間（平成 29 年度～平成 33 年度）

における取組内容（地震対策・老朽化対策・地球温暖化対策、浸水対

策、市民サービス、経営基盤の確保など）をとりまとめた計画 

７ 川崎市上下水道ビジョン・中期計画の策定について 

上下水道ビジョン 上下水道事業中期計画 

① ⽔源⽔質の保全
② 安全でおいしい⽔の取組
③ ⼯業⽤⽔ ⽔質管理
④ 給⽔管対策の推進
⑤ 受⽔槽設備 適正管理 向  ⽀援
⑥ 直結給⽔⽅式の導⼊促進
⑦ 市⽴⼩中学校 直結給⽔化
① ダムの相互連携等による⽔運⽤
② 県内⽔道システムの再構築に向けた取組

① 施設の耐震化
② ⽔道管路 耐震化
③ 基幹管路 強化
① 開設不要型応急給⽔拠点 整備
② 災害時 飲料⽔確保
① 災害対応能⼒ 強化
② 災害時の連携強化
③ ⽕⼭噴⽕   降灰対策及   対策等 強化

① 施設 計画的更新
② 管路 計画的更新
① 施設 維持管理
② 管路 維持管理
③ 管路付属物 維持管理

（１） ⽔源に係る⽔環境の維持 ① ⽔資源 効率的利⽤
① 再⽣可能      有効利⽤
② 省     対策
① 浄⽔発⽣⼟ 有効利⽤
② 再⽣資源利⽤ 促進

① 下⽔管きょの地震対策
② ⽔処理        場 地震対策
③ 津波対策　
① 災害対応能⼒ 強化
② 災害時の連携強化

 ２　⼤⾬・浸⽔への備え （１） 浸⽔対策　　　　　　　　　　　　　　　　 ① 重点化地区等における浸⽔対策

① 下⽔管きょの再整備
② ⽔処理        場 再構築
③ 処理場    場設備 ⻑寿命化対策
④ アセットマネジメントの導⼊
① 下⽔管   維持管理
② 処理場    場施設 維持管理

（１） 下⽔道 ⾼度処理             ① ⽔処理     ⾼度処理化
（２） 合流式下⽔道 改善              ① 合流式下⽔道 改善
（３） 下⽔道の未普及地域の解消　　　　　　　　　　　　 ① 下⽔道の未普及地域の解消

① 良好 放流⽔質 確保
② 事業場排⽔の監視・指導

① エネルギー対策
② 温室効果  排出量 削減
① 資源 施設 有効利⽤
② 再⽣資源利⽤ 促進

① 川崎 上下⽔道 魅⼒ 情報発信
② 適正 給⽔装置 排⽔設備⼯事 施⾏ 確保
③ ⽔道料⾦ 下⽔道使⽤料 公平  適正 徴収
① 上下⽔道お客さまセンターの品質向上
② 給⽔装置情報の電⼦化
③ 新たなサービスの提供に向けた取組

（１） 官⺠連携   国際展開        ① かわビズネットによる海外展開
（２） 技術協⼒   国際貢献       ① 川崎の上下⽔道技術の世界への発信

① 組織機構及 職員定数 ⾒直 
② ⼈材育成 意識改⾰ 推進
③ 収益確保に向けた資産の有効活⽤
④ 企業債残⾼ 適正管理

安定給⽔の確保と
安全性の向上

 １ 良質 安全 ⽔ 安定供給 
（１） ⽔道⽔ ⼯業⽤⽔ ⽔質管理 徹底             

（２） 県内⽔道事業者や企業団等との広域連携　　　　　　　　　　　　

 ２　災害時の機能維持

（１） ⽔道 ⼯業⽤⽔道 施設 管路 地震対策 

（２） 応急給⽔拠点の整備　　　　　　　　　　　

（３） ⽔道 ⼯業⽤⽔道 危機管理対策    

 ３ ⽔道 ⼯業⽤⽔道施設 管路
     適切 管理 更新

下⽔道   良好 
循環機能の形成

 １　災害時の機能維持
（１） 下⽔道の管きょ・施設の地震対策

（２） 下⽔道 危機管理対策   

 ３　下⽔道管きょ・施設の
    適切 管理 更新

（１） ⽔道 ⼯業⽤⽔道 施設 管路 ⽼朽化対策 

（２） ⽔道 ⼯業⽤⽔道 施設 管路 維持管理 

 ４　⽔環境・地球環境への配慮 （２） ⽔道・⼯業⽤⽔道の地球温暖化対策　　　　　　　　　　　

（３） ⽔道 ⼯業⽤⽔道 資源 有効利⽤             

（１） 下⽔道 管   施設 ⽼朽化対策

（２） 下⽔道 管   施設 維持管理

 ４　快適で暮らしやすい
　　　⽔環境の創造

（４） 下⽔道 ⽔質管理 事業場指導業務    

 ５　地球環境への配慮
（１） 下⽔道の地球温暖化対策　　　　　　　　　　　

（２） 下⽔道 資源 施設 有効利⽤          

市⺠     充実
と持続可能な

経営基盤の確保

 １ 市⺠     充実
（１） お客さまとの信頼関係の構築　　　　　　　　

（２）  客   利便性 向上     

 ２　国際展開の推進

 ３　持続可能な経営基盤の確保 （１） 持続可能な経営基盤の確保　　　　

安全で安定した
⽔ 供給 適切
な排⽔機能を確
保し安⼼して暮
   市⺠⽣活
を守ります

健

全

な

水

循

環

に

よ

り

市

民

の

生

活

を

守

る

川

崎

の

上

下

水

道

基本理念 基本目標 10年間の方向性 施策(26) 取組(60)目指すべき将来像

<基本目標 Ⅰ>

<基本目標 Ⅱ>

<基本目標 Ⅲ>

災害時においても
機能を維持できる
強靭な上下⽔道
を⽬指します

【強靭】

快適な⽔環境や
地球環境に配慮
した事業を推進
します

【環境】

質の⾼いサービスの
提供と持続可能な
経営基盤の確保を
⽬指します

【持続】

安 全・安 ⼼

強 靭

環 境

持 続

基本⽬標Ⅰ

基本⽬標Ⅱ

基本⽬標 Ⅲ

安 全・安 ⼼

強 靭

持 続

環 境

強 靭

安 全・安 ⼼

持 続

環 境

環 境

持 続

持 続

環 境 持 続

上下水道ビジョンと中期計画の関係 

７



 
 

   
 
 
 

（３）中期計画（平成 29年度～平成 33年度）における主な施設整備 

＜水道事業・工業用水道事業＞ ＜下水道事業＞ 

平成28年度末
（見込）

平成33年度末

88.8%
100%

（平成30年度）

74.0% 76.5％以上

64.4%
98.5%

（平成34年度100%）

66.7%
100%

（平成29年度）

80.1%
97.5%

（平成34年度100%）

30.1% 38.3%

19.2%
65.7%

（平成35年度100%）

40km/年 40km/年

直結給水方式の導入促進

・直結給水PRパンフレットの作成・配布
・給水装置工事相談窓口での直結給水方式への切換
え推進
・多段式直結増圧式給水の採用に向けたポンプメー
カーへのヒアリング及び他都市調査

直結給水率

開設不要型応急給水拠点の整備率

水道管路の更新延長

開設不要型応急給水拠点
の整備

・市立小中学校への開設不要型応急給水拠点整備の
推進
・配水池、配水塔への開設不要型応急給水拠点整備
の推進
（宮崎配水塔、黒川配水池、末吉配水池、潮見台配水
池）

管路の計画的更新 ・水道管路の更新延長　40km/年

重要な管路の耐震化率

水道管路の耐震化
・経年化が進行した配水管の更新にあわせた耐震化
・重要な管路の耐震化

管路の耐震化率

施設の耐震化

（水道事業）
・黒川配水池：耐震補強・新池築造
・潮見台配水池：耐震補強
・末吉配水池：更新
・黒川高区配水池：耐震補強
・千代ヶ丘配水塔２号塔：耐震補強
・宮崎配水塔：更新
（工業用水道事業）
・長沢浄水場第２沈でん池：耐震補強

配水池・配水塔の耐震化率

工水浄水施設の耐震化率

主な取組内容取　組

計画目標

給水管対策の推進
・計画的な老朽給水管の更新
（平成30年度末 完了目標）
・新たな給水管対策の検討と実施

老朽給水管更新目標達成率

平成28年度末
（見込）

平成33年度末

65.1%
100％

(平成31年度)

44.7% 48.0%

83.3%
100％

(平成31年度)

36.4%
54.5%

（平成37年度100%）

25.0%
50.0%

（平成37年度100%）

57.8%
100％

(平成30年度)

46.5% 55.7%

―
完成

（平成30年度）

27.0%
59.3%

（平成36年度100%）

68.5%
73.5%

（平成35年度100%）

99.4% 99.5%

高度処理普及率

重点化地区等における
浸水対策

・大師河原地区の浸水対策の推進
　（平成30年度末 完了目標）
・三沢川地区、土橋地区、京町・渡田地区、川崎駅東
口周辺地区、大島地区、観音川地区の6地区を新たな
重点化地区に位置付けた対策の推進
・局地的な浸水箇所に対する、個別の状況確認を踏ま
えた対策の実施

浸水対策実施率
（平成25年度段階の重点化地区を対象とする）

水処理センター・ポンプ場の
再構築

・入江崎水処理センター（西系施設・沈砂池管理棟）の
再構築（平成30年度末 完了目標）
・渡田ポンプ場の再構築
・大師河原ポンプ場の再構築

入江崎水処理センター西系施設
・沈砂池管理棟の再構築

水処理センター・ポンプ場の
地震対策

・管理機能の確保（管理棟の耐震化）
　（平成31年度末 完了目標）
・ポンプ場の汚水揚水機能の確保
　（バイパス管の設置など）
・水処理センターの揚水機能の確保
　（ポンプ施設の耐震診断・耐震化）
・その他　設備更新などにあわせた水処理センターの
耐震化

水処理センター・ポンプ場の
耐震化率（管理機能）

水処理センターの揚水機能確保率

下水道の未普及地域
の解消

・登戸土地区画整理地区における未普及地域の解消に
向けた下水道の整備
・河川沿いの未普及地域の解消に向けた取組の推進

下水道処理人口普及率

ポンプ場の汚水揚水機能確保率

合流式下水道の改善

・大師河原地区における貯留管・幹線の整備による、雨
天時の放流回数を減らす対策の推進
・丸子地区における合流改善スクリーンなどの設置による
ごみの流出防止対策の推進

合流式下水道改善率

下水管きょの再整備 ・管きょ再整備重点地域における老朽管の再整備
管きょ再整備率

水処理センターの
高度処理化

・入江崎水処理センター
　再構築事業にあわせた高度処理化の推進
・等々力水処理センター
　高度処理化の推進
・加瀬・麻生水処理センター
　既存施設の一部改造や運転の工夫による高度処理化
の推進

取　組 主な取組内容

計画目標

下水管きょの地震対策

・川崎駅以南の地域の重要な管きょの耐震化（平成31
年度末 完了目標）
・川崎駅以北の地域の重要な管きょの耐震診断（平成
30年度末 完了目標）
・川崎駅以北の地域の重要な管きょの耐震化（平成29
年度一部先行して設計・平成30年度工事着手）
・災害時のトイレ対策のあり方についての全庁的な検
討に基づく取組の推進
・汚泥圧送管（麻生～等々力水処理センター）の地震
対策（平成37年度末 完了目標）

川崎駅以南の地域の
重要な管きょの耐震化率

市内全域の
重要な管きょの耐震化率

８



当年度資金過△不足額 (A）+(B）+(C）

累 積 資 金 過 △ 不 足 額

資 本 的
収 支

1,373 691

収 支 差 引 （ Ａ ）

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

当 年 度 純 利 益 △ 損 失

 8　財政状況

※累積資金過不足額に退職給付引当金等を含む（平成27年度4,759百万円、平成28年度4,610百万円、
　 平成29年度4,727百万円）。

補 て ん 財 源 等 ( Ｃ ）

△ 539 1,596 △ 2,828

7,617

14,720 14,301

収 支 差 引 （ Ｂ ） △ 7,707 △ 5,952

5,081 6,100 6,656

△ 2,910

7,013 8,349

△ 3,637

△ 6,574

収 益 的 収 入
収 益 的
収 支

2,087 1,448

平 成 29 年 度 （ 予 算 ）平 成 28 年 度 （ 決 算 見 込 ）平 成 27 年 度 （ 決 算 ）

31,931 33,071収 益 的 支 出 37,561

14,191

8,880 10,476 7,648

（単位　百万円）

34,018 34,519 34,651

　（１）水道事業会計　財政状況（税込）

水道料金 26,166 水道料金 26,692
水道料金 26,407

水道利用加入金

2,121

水道利用加入金

1,836

水道利用加入金

1,915

その他 5,731 その他 5,991

その他

6,329

維持管理費 10,477 維持管理費 11,710
維持管理費

15,401

職員給与費

4,386

職員給与費

4,224

職員給与費

4,732

受水費 9,529 受水費 8,683

受水費

8,731

減価償却費等 6,071 減価償却費等 7,155

減価償却費等

7,527支払利息等 1,140
支払利息等 1,084

支払利息等 1,131

その他 328

その他 215

その他 39

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

●収益的収支
（単位 百万円）

収入 収入 収入支出 支出 支出

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

企業債 6,012
企業債 7,802 企業債 7,000

その他 1,001

その他 547
その他 617建設改良費 11,601

建設改良費 11,269

建設改良費 11,011

企業債償還金

3,072
企業債償還金

2,985
企業債償還金

3,154

その他 47 その他 47 その他 26

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

●資本的収支

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

収入 収入 収入支出 支出 支出

収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんします。

（単位 百万円）

△ 539 1,596

△ 2,828

8,880
10,476

7,648

1,373 691

△ 3,637
△ 5,000

0

5,000

10,000

15,000
●財政収支見通し

当年度資金過△不足額

累積資金過△不足額

当年度純利益△損失

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

（単位 百万円）

９



※累積資金過不足額に退職給付引当金を含む（平成27年度800百万円、平成28年度701百万円、
　 平成29年度677百万円）。

（単位　百万円）

平 成 27 年 度 （ 決 算 ） 平 成 28 年 度 （ 決 算 見 込 ） 平 成 29 年 度 （ 予 算 ）

収 益 的 支 出 6,905 7,451 7,373

収 益 的 収 入 7,950 7,853

498

当 年 度 純 利 益 △ 損 失 743 256 369

収 益 的
収 支

収 支 差 引 （ Ａ ） 1,045

767

資 本 的 支 出

402

7,871

4,810 2,769 2,512

資 本 的 収 入 1,405 283

△ 346

△ 1,745

補 て ん 財 源 等 ( Ｃ ） 1,039 1,407 901

資 本 的
収 支

収 支 差 引 （ Ｂ ） △ 3,405 △ 2,486

　（２）工業用水道事業会計　財政状況（税込）

累 積 資 金 過 △ 不 足 額 7,354 6,677 6,331

当年度資金過△不足額 (A）+(B）+(C） △ 1,321 △ 677

水道料金 7,569 水道料金 7,570
水道料金 7,548

その他 381 その他 283 その他 323

維持管理費 1,039 維持管理費 1,202
維持管理費

1,665

職員給与費 782 職員給与費 812

職員給与費

826

受水費 2,918
受水費 2,907

受水費

2,917

負担金 692 負担金 639 負担金 642
減価償却費等 1,292

減価償却費等 1,651 減価償却費等

1,110

支払利息等 182
支払利息等 171 支払利息等 158

その他 69 その他 55

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

●収益的収支 （単位 百万円）

収入 収入 収入支出 支出 支出

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

企業債 1,274
企業債 105

企業債 630

その他 131

その他 178
その他 137

建設改良費 4,098

建設改良費 2,071
建設改良費 1,826

企業債償還金 712

企業債償還金 698
企業債償還金 681

その他 0

その他 0
その他 5

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

●資本的収支

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

支出 支出 支出収入 収入 収入

収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんします。

（単位 百万円）

△ 1,321 △ 677 △ 346

7,354 6,677 6,331

743
256 369

△ 2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000
●財政収支見通し

当年度資金過△不足額

累積資金過△不足額

当年度純利益△損失

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

（単位 百万円）
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※1 累積資金過不足額に退職給付引当金を含む（平成27年度604百万円、平成28年度973百万円、平成29年度1,472百万円）。

※2 退職給付引当金は平成26年度から5年で分割して計上する。

累 積 資 金 過 △ 不 足 額

資 本 的
収 支

1,808 1,867

補 て ん 財 源 等 ( Ｃ ）

1,808 1,867

収 支 差 引 （ Ｂ ） △ 18,552 △ 18,116

4,141 5,227

当年度資金過△不足額 (A）+(B）+(C）

収 益 的 支 出

収 支 差 引 （ Ａ ）

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

当 期 純 利 益

6,162

2,122

18,552 18,116 17,465

47,256 60,709 58,302

65,808 78,825 75,767

1,229

△ 17,465

1,229

42,498 42,034 42,189

2,697 3,040

（単位　百万円）

45,195 45,074 44,311収 益 的 収 入
収 益 的
収 支

平 成 29 年 度 （ 予 算 ）平成28 年度（決算見込）平 成 27 年 度 （ 決 算 ）

　（３）下水道事業会計　財政状況（税込）

下水道使用料

24,011 下水道使用料

24,060

下水道使用料

23,569

一般会計負担金・

補助金 12,576 一般会計負担金・

補助金 12,758

一般会計負担金・

補助金 12,845

その他 8,608 その他 8,256 その他 7,897

維持管理費 7,454 維持管理費 8,490 維持管理費 9,028

職員給与費 3,331 職員給与費 3,498 職員給与費 3,535

減価償却費等

23,986

減価償却費等

23,616

減価償却費等

23,335

支払利息等

7,025

支払利息等

6,227
支払利息等 5,877

その他 702 その他 203 その他 414

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

●収益的収支
（単位 百万円）

収入 収入 収入支出 支出 支出

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

企業債 32,946
企業債 42,454 企業債 40,372

一般会計出資金

3,675

一般会計出資金

4,598
一般会計出資金

5,283
国庫補助金5,185

国庫補助金6,176 国庫補助金5,005

建設改良費

18,420

建設改良費

22,893 建設改良費

18,072

企業債償還金

44,639

企業債償還金

52,539

企業債償還金

55,142

その他 2,749

その他 3,393
その他 2,553

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

●資本的収支

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

その他 5,450

その他 7,481 その他 7,642

支出 支出 支出収入 収入 収入

収支不足額については、損益勘定留保資金等で補てんします。

（単位 百万円）

1,808 1,867
1,229

4,141

5,227

6,162

1,808

1,867
1,229

0

2,000

4,000

6,000

8,000
●財政収支見通し

当年度資金過△不足額

累積資金過△不足額

当年度純利益

平成27年度（決算） 平成28年度（決算見込） 平成29年度（予算）

（単位 百万円）
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 水源水量・給水能力・処理能力・業務状況等  

（平成 29年 4月 1日現在） 

（１）水道事業 

○水源水量・給水能力                  （単位 ㎥／日） 

水系別 浄水場別 水源水量 給水能力 

相模川表流水 長沢浄水場 422,000 252,600

酒匂川表流水 企業団 

西長沢浄水場 

495,200
505,600

相模川表流水 10,400

計 927,600 758,200

 
 
○業務状況 

区       分 平成２５年度（決算） 平成２６年度（決算） 平成２７年度（決算） 

総人口（人） 1,453,427 1,466,444 1,481,270 
現在給水人口（人） 1,453,372 1,466,395 1,481,234 
普及率（％） 99.99 99.99 99.99 
使用給水栓数（栓） 710,861 719,557 731,733 
年間配水量（㎥） 183,689,700 182,847,400 183,649,400 
年間有収水量（㎥） 165,671,579 164,730,592 166,140,433 
１日給水能力（㎥） 815,600 815,600 815,600 
１日平均配水量（㎥） 503,259 500,952 501,774 
施設利用率（％） 61.7 61.4 61.5 
有収率（％） 90.19 90.09 90.46 
配水管延長（m） 2,397,871 2,399,827 2,401,921 
職員数（人） 586 577 575 
水道料金収入（千円）※税抜額 24,395,456 24,067,178 24,230,205 

 
 
 
 
 
 
 

参 考
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（２）工業用水道事業 

○水源水量・給水能力                  （単位 ㎥／日） 

水系別 浄水場別 水源水量 給水能力 

相模川表流水 長沢浄水場 241,000 235,000

多摩川表流水 
生田浄水場 

200,000 195,000

地下水 50,000 50,000

水道事業からの受水 40,000 40,000

計 531,000 520,000

 
 
○業務状況 

区       分 平成２５年度（決算） 平成２６年度（決算） 平成２７年度（決算） 

給水会社（社） 58 58 58 
工場数（工場） 81 80 80 
年間契約水量（㎥） 188,831,200 188,222,850 188,610,780 
年間配水量（㎥） 144,597,900 142,313,200 142,610,500 
年間使用水量（㎥） 143,648,833 138,935,586 139,255,951 
１日給水能力（㎥） 520,000 520,000 520,000 
１日平均配水量（㎥） 396,159 389,899 389,646 
施設利用率（％）  76.2 75.0 74.9 
有効水量率（％） 99.3 97.6 97.7 
配水管延長（m） 45,727 45,718 45,718 
職員数（人） 96 94 95 
工業用水道料金収入（千円）※税抜額 7,005,942 7,002,277 7,008,240 
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（３）下水道事業 

○処理能力等 
〈水処理施設〉 

処理区 計画面積 
（ha） 排除方式 計画処理能力 

（㎥／日）   ポンプ場数 

入江崎 2,009 合流式 318,600  9 

加 瀬 1,871 合流式 
(一部分流式) 168,900  7 

等々力 5,490 分流式 313,900  2 

麻 生 1,920 分流式 62,800  1 

計 11,290  864,200  19 

 
〈汚泥集約処理施設〉 

名称 入江崎総合スラッジセンター 計画処理能力 115 
ｔ・DS／日 

                      ※DS は乾燥固形物量 
 

○ 業務状況 

区       分 平成２５年度（決算） 平成２６年度（決算） 平成２７年度（決算） 

処理人口（人） 1,444,545 1,457,961 1,472,898 
普及率（％） 99.4 99.4 99.4 
処理面積（ha） 10,693 10,700 10,704 
水洗化対象件数（件） 679,025 689,125 693,766 
水洗化件数（件） 674,721 684,988 690,054 
水洗化率（％） 99.4 99.4 99.5 
年間処理水量（㎥） 200,903,467 203,577,000 205,949,856 
１日平均処理水量（㎥） 550,421 557,745 562,705 
１日処理能力（㎥） 918,000 918,000 918,000 
有収水量（㎥） 147,786,688 146,619,547 147,998,207 
管きょ延長（m） 3,089,645 3,103,350 3,110,931 
職員数（人） 404 409 410 
下水道使用料収入（千円）※税抜額 22,660,150 22,107,002 22,233,928 
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水道料金・下水道使用料等について 

 

 

水道料金（平成２９年４月１日現在） 

 

(１) 専用給水装置（１か月につき） 

基本料金 超過料金（１立方メートルにつき） 

使用水量 

８立方メートル 

まで 

５３０円 

 

 

 

 

 

8立方メートルを超え    10立方メートルまでの分     ９５円 

10立方メートルを超え    20立方メートルまでの分    １３９円 

20立方メートルを超え    25立方メートルまでの分    １８５円 

25立方メートルを超え    30立方メートルまでの分    １９４円 

30立方メートルを超え    50立方メートルまでの分    ２０９円 

50立方メートルを超え   100立方メートルまでの分    ２５３円 

100立方メートルを超え   200立方メートルまでの分    ２７８円 

200立方メートルを超え   500立方メートルまでの分    ３２９円 

500立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分    ３４３円 

1,000立方メートルを超える分               ３５７円 

ただし、公衆浴場の超過料金については、１立方メートルにつき４６円とする。 

共同住宅及びこれに類するもの（以下「共同住宅等」という。）で、メーターを共用するものの料金は、

使用者の申請により、当該共同住宅等の戸数に応じて算定することができる。 

 

(２) 前号の規定にかかわらず、本市工業用水道事業の水源として給水する場合の料金は、１立方メート

ルにつき１８５円とする。 

 

(３) 共用給水装置（１か月につき） 

基本料金 超過料金（１立方メートルにつき） 

使用水量１戸５立方メートルまで ２６０円 ４６円

 

※ 水道料金は、上記により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 

 

水道利用加入金（平成２９年４月１日現在） 

 

メーターの口径 
金         額 

新設工事 改造工事 

 13ミリメートルから 

 25ミリメートルまで 

 40ミリメートル 

 50ミリメートル 

 75ミリメートル 

100ミリメートル 

150ミリメートル 

150ミリメートルを 

超えるもの 

 150,000円 

 1,250,000円 

 1,950,000円 

 4,450,000円 

 7,950,000円 

 17,950,000円 

管理者が別に定める額 

改造後のメーター口径に応ずる中欄

に掲げる額と改造前のメーターの口

径に応ずる中欄に掲げる額との差額

とする。 

 

○ 共同住宅等の給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事（共同住宅等の戸数が増加したため必要と

なったものに限る。）の申込者から、当該共同住宅等の戸数（改造工事及び増設工事後戸数が増加する

場合は、増加する戸数）１戸につき150,000円を加入金として徴収する。 
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○ 水道利用加入金は、工事申込者（個人）が、引き続き３年以上本市の区域内に住所を有し、自ら居住

する建築物に、メーター口径25ミリメートル以下の給水装置を設置するときは、徴収しない。 

○ 工業用水道事業の水源として給水する場合については、加入金を徴収しない。 

※ 水道利用加入金は、上記の表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 

 

 

工業用水道料金（平成２９年４月１日現在） 

 

基本料金 責任消費水量          １立方メートルにつき  ３４円４０銭 

使用料金 責任消費水量のうち使用した水量 １立方メートルにつき   ２円３０銭 

超過料金                 １立方メートルにつき  ６０円３０銭 

※ 工業用水道料金は、上記の表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 

 

 

下水道使用料（平成２９年４月１日現在） 

 

（１）一般汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量 

８立方メートル 

まで 

６６０円 

 

 

 

 

 

8立方メートルを超え    10立方メートルまでの分     １０円 

10立方メートルを超え    20立方メートルまでの分    １２８円 

20立方メートルを超え    30立方メートルまでの分    １６４円 

30立方メートルを超え    50立方メートルまでの分    ２４２円 

50立方メートルを超え   100立方メートルまでの分    ３０３円 

100立方メートルを超え   200立方メートルまでの分    ３６４円 

200立方メートルを超え   600立方メートルまでの分    ３９３円 

600立方メートルを超え 2,000立方メートルまでの分    ４２２円 

2,000立方メートルを超え 5,000立方メートルまでの分    ４４６円 

5,000立方メートルを超える分               ４７５円 

※ 一般汚水とは、公衆浴場汚水、共用汚水以外の汚水である。 

 

（２） 公衆浴場汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量１０立方メートルまで １１０円 １１円

※ 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の営業の用に供して生じた汚水である。 

 

（３） 共用汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量１戸５立方メートルまで ６０円 １２円

※ 共用汚水とは、水道の給水装置（蛇口）を共用して生じた汚水である。 

 

※ 下水道使用料は、上記の表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 
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